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あいにくの雨の中、平成19年度第34回卒業

証書授与式が３月14日（金）本校体育館で挙

行されました。

卒業生の保護者の皆様、来賓の方々、教職

員、在校生が見守る中125名の卒業生が西城陽

中学校を巣立っていきました。

中学校生活の総仕上げとして心に残る卒業式にしようと、式や歌の練習に一生懸命

に取り組んできた卒業生たち。在校生代表の中林美穂子さん（2-1）の送辞を受け、卒

業生代表の齊藤滋君（3-1）が答辞を述べました。

当日は、厳粛な中にも心温まる雰囲気の中で、感動のうちに式を終えることができ

ました。式後は各クラスで学活が持たれ、涙の中、担任の先生と最後の別れを惜しみ

ました。卒業生たちはそれぞれの進路に向かい第一歩を踏み出すことになります。今

、 、まで以上に困難な場面があるかと思いますが くじけることなく中学校で学んだこと

体験したことを生かして頑張ってほしいと願っています。

・・・・・・西中生徒たち
検定試験合格数（３年は未受検）

城 久 中 教 研 書 き 初 め 展 実用英語検定１月25日実施

学年 ３級 ４級 ５級優 秀 賞

１年 雨森 (1-1) 尾崎 (1-4) １ ０ ６ ４

中谷 (1-2) 櫻井 (1-3) ２ ２ ８ １

森島 (1-2) 川北 (1-3)

２年 小澤 (2-3) 南村 (2-2)

大伴 (2-4) 中村 (2-2)

数学検定１月19日実施中林 (2-1) 清水 (2-2)

３年 東 (3-1) 戸枝 (3-3) 学年 ３級 ４級 ５級 ６級

服部 (3-1) 高柳 (3-4) １ ０ ０ ３ ２

松田 (3-4) 川北 (3-1) ２ ０ ７ １ ０

の生活についての生活について春休み

離任式…４月２日（水）服装を整えて、８時４５分に旧クラスで体育館に集合※

※ 始業式…４月７日（月）８時３０分に登校し、新クラスの教室に集合。

入学式準備のため部活なし

(４月４日（金）10時～11時にスリッパの販売があります ：昇降口）。

未来に向かってはばたく
1２５名の卒業生たち！

） 。 、24日(月 に修了式を迎えます 学年末の通知表も手渡されますが

プロセ結果のみにとらわれず、どれだけ学習に取り組めたか、その

スをしっかり考えてほしいと思います。

修了式が終われば春休み。ケガや事故等のないように、気持ちを

引き締めて家庭生活を送ってほしいと思います。以下に何点か気を

つけてほしいことを書きます。ご家庭でも十分ご注意ください。な

、 。お 春休み中の活動予定は別紙の春休み行事予定表をご覧ください

○ … スーパー、コンビニなどでの万引き、バイクの無資格運転、喫校外での生活

煙などが増える時でもあります。ご家庭でも十分ご注意くださ

い。また無断外泊、 などがないよう、日頃夜遅くの外出(注）
から子どもたちの行動面に心配りをお願いします。

見知らぬ人○ … 春先は特に、痴漢被害や声かけなどが頻発します。安全に配慮…

万一の場合は近くの誘いに絶対に乗らないようにしましょう。

の人・家に助けを求ましょう。

あと１ヶ月もすれば新１年生が部活動に参加します。また４月○部活動について

。 。下旬には春季大会もあります 安全に注意して活動してくだい

もちろん自転車での登校は禁止です。

………… 毎年この時期、電話番号を聞き取ろうとする不審な電話がかか○その他

外部からの問い合わせには絶対り、被害が報告されています。

応じないようご家庭でも十分ご注意ください。

）(警察などの公共機関からの問い合わせは絶対にありません

( ）注
の一部改正:平成17年4月1日施行「青少年の健全な育成に関する条例」

＜ ＞深夜外出制限 京都府条例

■ 条例第１８条の２－３）保護者の努力義務(

通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させない

努力義務を定めました。

■ (条例第１８条の２－２）保護者以外の第三者による連れ出し行為等の禁止

保護者の同意や委託がある場合、又は緊急を要する特別な事情などの正当な理

由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出す行為等を禁止しました。違反を

した場合には、２０万円以下の罰金が科されます。

深夜営業者の努力義務(条例第１８条の３－３）■

コンビニエンスストアやファミリーレストラン等の深夜営業店舗に、深夜に店

舗内や敷地内にいる青少年に帰宅を促す努力義務を定めました。

深夜とは、午後１１時から翌日の午前４時までをいいます。※


